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１ 主食用米の生産数量目標・生産量・作付面積の推移    

 

生産数量目標

①

実生産量

②

①を面積換算
したもの

③

実作付面積

④

過剰作付
面積

④－③

万ﾄﾝ 万ﾄﾝ 万ha 万ha 万ha

16 857 860 163.3 165.8 2.5 98

17 851 893 161.5 165.2 3.7 101

18 833 840 157.5 164.3 6.8 96

19 828 854 156.6 163.7 7.1 99

20 815 865 154.2 159.6 5.4 102

21 815 831 154.3 159.2 4.9 98

22 813 824 153.9 158.0 4.1 98

23 795 814 150.4 152.6 2.2 101

24 793 821 150.0 152.4 2.4 102

注１：①の生産数量目標は、集荷円滑化対策による区分出荷（平成18年産）及び消費純増策（～平成19年産）による補正を行った後の数値。

 　２：②の実生産量は、統計部公表の水稲収穫量から加工用米等の数量を控除した数値。

　 ３：④の実作付面積（24年産を除く。）は、統計部公表の水稲作付面積から加工用米等の取組面積を控除した数値。

　 ４：④及び⑤の24年産の数値は、統計部公表の平成24年10月15日現在の主食用作付見込面積及び作況指数。

　 ５：ラウンドの関係で内訳が一致しない場合がある。

年産
作況
指数
⑤

○ 主食用米（業務用を含む）の需要量の減少に伴い、生産数量目標も年々減少。これにより生産量、作付面積も減少。 
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〔20年度〕 水稲作付面積：164万ha 

主食用米：160万ha     大豆 
13万ha 

加工用米：2.7万ha 新規需要米：1.1万ha 

麦 
17万ha 

うち過剰作付 
5.4万ｈａ 

非主食用米計：3.8万ha 

〔21年度〕 水稲作付面積：164万ha 

主食用米：159万ha  

新規需要米：1.7万ha 加工用米：2.6万ha 

うち過剰作付 
4.9万ｈａ 

非主食用米計：4.3万ha 

大豆 
12万ha 

麦 
17万ha 

主食用米：158万ha      

加工用米：3.9万ha 新規需要米：3.6万ha 〔22年度〕 水稲作付面積：166万ha 

うち過剰作付 
4.1万ｈａ 

非主食用米計：7.5万ha 

麦 
17万ha 

大豆 
12万ha 

    主食用米：152万ha  

加工用米：3.3万ha 新規需要米：6.8万ha 〔24年度〕 水稲作付面積：164万ha 

備蓄米：1.5万ha うち過剰作付 
2.4万ｈａ 

非主食用米計：11.6万ha 

麦 
17万ha 

大豆 
11万ha 

    主食用米：153万ha  

加工用米：2.8万ha 新規需要米：6.6万ha 〔23年度〕 水稲作付面積：163万ha 
備蓄米：1.2万ha うち過剰作付 

2.2万ｈａ 

非主食用米計：10.6万ha 

麦 
17万ha 

大豆 
12万ha 

作物の作付拡大が可能な水田の不作付地 
 通年不作付地   ：19万ha 

（参考）水田の利用状況の推移 

○ 主食用米の需要の減少に伴い、主食用米の作付面積が減少する中で、加工用米、新規需要米、備蓄米の作付が増
加することにより、水稲作付面積は、最近５年間、ほぼ一定程度で推移。 
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２ 主な用途ごとの24年産米の生産量等について   

主食用米（業務用を含む） 

８２１万㌧ 

主食用米以外 

○ 備蓄用米              ８万㌧ 
○ 加工用米               １８万㌧ 
○ 新規需要米           ２２万㌧ 
  （飼料用・米粉用等） 

・転作作物として、生産数量目標
（793万トン）の外数で生産可能。 
・水田活用の直接支払交付金（※）の
交付対象。 

 
 
  
 
 
 
 
 

・生産数量目標（793万トン）の内数
として生産された場合、メリット措置
として、 

①米の直接支払交付金 
 （1.5万円/10ａ） 
②米価変動補填交付金 
の交付対象。 

 

○ 平成24年産の主食用米（業務用を含む）の生産量は821万トン。 
 

○ この他、米の生産数量目標の外数として備蓄米、加工用米、新規需要米（飼料用・米粉用等）が生産。  

① 戦略作物助成 
・飼料用米・米粉用米等  8.0万円/10a 
・加工用米           2.0万円/10a 

  
あらかじめ定められた各県の上限額の
中で、地域が取組内容や単価を設定 

（※） 交付金の交付単価 

② 産地資金 
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備蓄用 
8万㌧ 

スーパー、小売等 
（家庭用） 約５００万㌧ 

コンビニ弁当、おにぎり、ファミレス、  
牛丼屋、回転寿司等 

（中食・外食などの業務用）約３００万㌧ 

コシヒカリ    

あきたこまち  

ひとめぼれ  

主食用（業務用を含む）８２１万㌧ 主食用以外 ４８万㌧ 

きらら397・まっしぐら・はえぬき・ヒノヒカリ等  

国
（
備
蓄
用
） 

清
酒
・
米
菓
・
味
噌 

製
造
業
者
等
（
加
工
用
） 

畜
産
農
家
（
飼
料
用
） 

米
粉
製
造
業
者
等 

                 

（
米
粉
用
） 

（参考）主食用米等の流通経路 

■ 業界における主食用米の使用のイメージ 

加工用 
18万㌧ 

飼料用 
18万㌧ 

その他 
４万㌧ 

生産者 

６月までに用途を決定し、需要者等と契約 

卸 

生産者は、需要に応じた生産の一環として品種選択を行い、
作付けするが、販売先業者までは特定せず出荷 

ＪＡ、全農等 

生産者 
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（生産数量目標以内の生産を実施した生産者に交付：米の直接支払交付金1.5万円/10a） 
（水田活用の直接支払交付金：加工用2万円/10a、 
                    飼料用等8万円/10a） 



３ 主食用米の価格の推移 

 

○ 平成24年産米の相対取引価格については、東日本大震災の影響に対する懸念等により23年産米の市中価格が上
昇した流れを引き継いで、23年産米に比べて＋1,300円（＋約９％）程度上昇。 

 

○ 各銘柄の価格水準については、銘柄ごとの販売状況等も踏まえて変動。  

資料：農林水産省調べ   注：価格には、運賃、包装代、消費税相当額が含まれている。 

■ 相対取引価格月別全銘柄平均の推移 
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平成24年産（16,554円） 

平成23年産（15,215円） 

平成20年産（15,146円） 

平成21年産（14,470円） 

平成18年産（15,203円） 

平成22年産（12,711円） 

平成19年産（14,164円） 



４ 加工用米を取り巻く状況 

注１：平成23年産までは生産出荷数量。平成24年産は取組計画認定数量 
  2：ラウンドの関係で合計と内訳が一致しない場合がある。 
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加工用米の最近の需給動向 加工用米の生産数量 

○ 22年産・・地域流通業者取扱分について、同一県内 
                での流通を原則とするものから、他県との 
        取引も可能となるよう運用見直しを行ったこ 
                 と等により、取組数量が大幅に増加。 
 

○ 23年産・・需要者において、22年産が翌年に持ち越 
        され、23年産に対する需要が減少したため、 
        集荷団体等は23年産の生産を抑制し、取組 
                数量が減少。 
  

○ 24年産・・取組数量は拡大したものの、需要者への  
        販売価格が上昇したため（8,750円/60㎏ 
        →11,000円/60㎏）、安価な原材料用米穀を 
                必要とする米菓・味噌・焼酎用等の低価格 
        帯需要への供給不足が発生。 

○ 加工用米は、清酒用・加工米飯・米菓・焼酎用等の原材料用米穀として生産され、需給調整の対象としない米穀（生
産数量目標の外数）であり、従来から産地と需要者サイドとの契約に基づき生産。 

  

○ 特に、近年では、全国生産出荷団体を経由しない取引（地域流通業者取扱分）が拡大し、全体の2/3を占め、流通の
主体となってきている。 

  

○ こうした中、平成23年７月の米トレサ法（産地情報伝達）の施行により、加工用途への国内産米のニーズが高まる一
方、低価格帯需要を中心に、需要と供給のミスマッチが生じており、安定的な取組の推進が求められているところ。 

（単位：千トン） 

  
全国生産出荷 
団体取扱分 

地域流通業者 
取扱分 

合  計 

平成16年産 122 1 122 

 17年産 127 2 129 

18年産 147 2 149 

19年産 161 2 163 

20年産 143 6 149 

21年産 123 18 141 

22年産 135 78 213 

23年産 46 108 155 

24年産 66 116 182 



 ５ 加工用米の生産に対する助成措置（水田活用の直接支払交付金） 
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麦 大豆 

飼料用米 

野菜 

そば 

10
ａ
当
た
り
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戦略作物 
助成部分 

産地資金
部分 

その他 加工用米 8.0万円 

3.5万円 3.5万円 
2.0万円 2.0万円 

水田活用の直接支払交付金（H22～25）  

・ 戦略作物助成・・・加工用米に全国一律２万円/10ａ 
 
・ 産地資金・・・県・市町村により、加工用米に上乗せ可能 
          （地域によっては、例えば2.5万円/10ａの上乗せ） 
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戦略作物助成等の単価のイメージ 

販売価格 

助成金 

経営費 

所得 

【主食用米】 

所得 

【加工用米】 

所得 

【飼料用米】 

所得 

【麦・大豆】 

○ 実際の助成金については、戦略作物助成等に加えて、地域に  
  よっては産地資金による上乗せもあり。 

○ 麦・大豆の助成金は畑作物の直接支払交付金を含む。 

2万円/10a 

8万円/10a 

○ 水田における転作作物に対しては、国が交付している水田活用の直接支払交付金として、①作付実績に基づき全国
一律単価で交付される「戦略作物助成」と、②あらかじめ定められた各県の上限額の中で、地域が取組内容や単価を
設定する「産地資金」により支援。 

  

○ 戦略作物助成の単価は、各作物ごとに販売収入等を踏まえ、主食用米並の所得が確保し得る水準で設定。 
  

○ また、地域によっては、戦略作物助成（２万円/10ａ）に加え、産地資金による上乗せを行い、加工用米の生産支援を
行っているところ。 

飼料用米は、販売価格が1,800円/60kg程度
（10a当たり1.5万～2万円程度）と低いため、主
食用米と同水準の所得の確保が可能となるよ
う、加工用米より高い助成金単価を設定 



○ 加工用米については、近年、地域流通業者取扱分が大幅に拡大しているところ。 
   また、一部の地域では、全国一律助成（２万円/10a）に加え、産地資金の上乗せ（例えば、2.5万円/10a）を行うことに

より、低価格需要を含めた安定的な米の需要の確保と水稲作付面積の維持を図っているところ。 
 
○ 今後とも、加工用米の安定した生産と需要者サイドにおける必要量の確保を図っていくためには、こうした地域と需要

者の結び付きの一層の強化が必要。  

目  的： 県内の焼酎会社との結び付きの促進 
 
支援内容： 11,000円/10a 
 
 【地域による支援】Ｓ地域（県の支援の上乗せ措置） 

目  的： 団地化の推進と多収性品種の作付拡大 
 

支援内容： 14,000円/10a 
 

取  引  先： 県内の焼酎製造会社 

【Ｋ県による支援】 

目  的： 需要者ニーズに対応した高品質加工用米の
供給 

 

支援内容： 24,500円/10a 
 
取  引  先： S県の米菓製造業者 

【Ｎ県M地域による支援】 

国の助成金（産地資金）の重点的な活用による支援 

（参考）産地資金を活用した加工用米への支援の状況 

24年産では、加工用米の作付面積（33千ｈａ）の２割程度で産地資金による加算措置が実施されている。 

目  的： 一定の栽培要件を満たした加工用米の作付
拡大 

 
支援内容： 15,000円/10a 

【Ｍ県による支援】 

目  的： 需要者ニーズに対応した多収性品種でのか
け米の供給 

 

支援内容： 19,000円/10a 
 
取  引  先： H県の清酒会社 

【Ｙ県Ｙ地域による支援】 
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６ 清酒製造量及び原料米使用状況 

（単位：千ﾄﾝ） 

注1：日本酒造組合中央会調べ。 
注2： 23年産加工用米には、環境整備米3千ﾄﾝを含む。 
注3： 24年産について、酒造好適米及び加工用米以外は推計値。 

 
 

注：日本酒造組合中央会調べ。年度は暦年で、24年度は推計値。 
   清酒は、一般酒のほか、原料米製造方法などの諸条件（原料、精米歩留）により、   
   吟醸酒、純米酒等８種類に分類され、これらを総称して「特定名称酒」という。 
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清酒出荷量の推移 原料米の使用状況 

○ 清酒の原料として使用される米は、酒造好適米（山田錦、五百万石など）のほか、主食用米、加工用米、特定米穀（く 
 ず米）などがあり、いずれも民間同士の契約による取引が基本。 
  

○ 清酒の出荷量は長期的に減少傾向にあったが、22年度以降はほぼ横ばいに転じ、23年度は16年ぶりに増加。24年 
  度（推計値）では、わずかに減少しているものの吟醸酒等の出荷量は増加。このため、原料米の使用量については堅 
  調に推移。 

（単位：千ｋｌ） 

（清酒の内数） 

10年産 15年産 20年産 21年産 22年産 23年産 24年産

原料米 405 315 261 246 232 238 238

主食用米 165 92 60 54 43 50 50

酒造好適米 99 75 77 71 65 66 67

加工用米 86 89 74 72 77 71 79

その他 55 59 50 49 47 52 42



７ 酒造好適米の需要に応じた生産拡大のための措置について 

○ 日本酒については、近年、額・量とも顕著に増加。 
   一方、2008年以降は増加のスピードが鈍化。 
○ 単価は上昇傾向であったものの、近年は横ばい。 
○ 米国、香港、韓国、ＥＵ等が中心だが、輸出先国は以 
 前にくらべて多様化。 

 

コメ・コメ加工品の輸出戦略（案）25年4月（日本酒の部分） 
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○ 酒造好適米は、主食用米よりも高価格で取引されていること等から、需給調整の対象となる主食用米の生産数量目
標の枠内で生産されているが、清酒の需要が減少する状況下では、その生産を主食用品種へ切り替えることにより、
生産者は米の作付けを減らすことなく稲作経営を行ってきたところ。 

  

○ しかしながら、現在、吟醸酒等の需要に増加傾向が見られるほか、今後、輸出を含めた需要拡大への取組も期待さ
れているところ。 

  

○ このため、今後の需要増に応じた生産拡大が円滑に行われるよう、26年産米より、清酒メーカー等における清酒の
生産増に対応した酒造好適米の増産分は、主食用米の生産数量目標の増減に左右されることなく、その枠外で生産
できる等の運用見直しを行う方向で検討していくこととしているところ。 

現 状 

目標と方向性 

現 状 

○ 重点地域及び発信力の高い都市での事業にリソース  
 を投入し、認知度の向上と販路の確保・拡大を図る。 
○ 酒造業者と生産者が結び付きをより強化すること等に  
 よる原料米の数量や価格の安定供給の確保。  

日本酒輸出額推移 

出典：財務省貿易統計 

（百万円） 



産地の動き 需要者の動き

平成25年
８月

　・25年産米の収穫
12月 　・翌年産種子の注文

　・作付計画の策定

平成26年
１月

　
・産地資金の活用計画について検討
　　　　　　　　　　　（都道府県及び地域）

３月

・加工用米の取組計画の検討

４月

５月

種まき

田植え

・種子の注文が始まる前までに、

ＪＡ、生産法人、地域流通業者

等に26年産米の取引意向を伝

える

・契約までに、数量等の具体的

な取引条件について関係者と

協議

３ 酒造好適米の生産と需給調整について ８ 清酒用原料米の安定取引に向けて（生産者側と需要者側との結び付きの強化） 

原料米取引のパターン 

11 

全国生産 
出荷団体 

ＪＡ 
 

農業生産法人 
 

大規模農家 
 

等 
流通業者 

（仲介事業者） 

都道府県 
酒造組合 

清酒 
メーカー 

取組スケジュール 

（例）26年産から取り組む場合 

○ 清酒用原料米は、従来から全国生産出荷団体等を通じた供給が大宗を占めていたが、特に加工用米については、
近年、全国生産出荷団体等の取扱量が大幅に減少し、ＪＡ等を中心とした直接取引（地域流通業者取扱分）が拡大。
このため、一部清酒メーカーからは、流通の全体像が見えず、供給が不安定になっているとの声が出ているところ。 

   

○ 加工用米の流通は、現在では、地域流通業者取扱いが主体となっているところ。 
   また、需要者との結び付きが強い地域では、産地資金を活用した地域ぐるみの支援も行われているところ。 
  

○ したがって、加工用米の安定的な確保を図るためには、産地・生産者に清酒メーカーのニーズを発信し、原料米の更 
  なる安定的な確保に向け、中長期的な取引を進めていくことが必要。 
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